
平成28年度せんだいくらしのガイド（市民便利帳）作成等業務委託仕様書 

業務内容 
平成28年度せんだいくらしのガイド（市民便利帳）の作成及び掲載広告

の募集、選定及び広告作成等 

数    量 10万部 

規  格 

サイズ B5版176ページ程度とし、全体の重さは250g以下とすること 

紙  質 グリーン購入法適合品であること 

製  本 － 

納    期 平成28年7月25日 

納入場所 

総務局広報課及び各区役所・総合支所戸籍住民担当課、行政サービスセ

ンター、市民センター等（約150カ所） 

※8万部は、25部ずつまとめ、上下にあて紙をつけビニル紐で梱包する。

上のあて紙には｢平成28年度版くらしのガイド(市民便利帳)25部｣を明記

する。 

※残り2万部は、25部ずつ完全梱包し、｢平成28年度版くらしのガイド(市

民便利帳)25部｣を明記する。 

配  付 
対  象 転入者、希望者等 

方  法 各区役所、市民センター等で配布 

広告スペース 行政情報の他の部分及び一部企画ページを除く他の部分 

その他 

留意事項 

●行政情報部分に関して 

(1)行政情報は92ページ程度とする。 

(2)本文及び索引のページは2色刷りとする。  

(3)原稿は、原則的に電子データ又は紙で渡し、校正は4回とする。 

(4)ページレイアウト、デザイン及びフォント等については、製作前に協

議すること。 

(5)著作権及び成果物は、仙台市に帰属する。 

(6)完成品は印刷物とともに、地図・イラストを含むPDFデータを納品す

ること。 

●行政情報以外の部分に関して 

(1)広告掲載のない、仙台市を分かりやすく紹介する企画ページを10ペー

ジ以上設けること。 

(2)広告掲載のない、仙台市各区を紹介する企画ページを10ページ以上設

けること。 

(3)くらしの情報（防災・ごみ・子育て等）に関する企画ページを10ペー

ジ以上設けること。 

(4)企画ページを含む行政情報以外のページの作成・編集は、事業者が責

任を持って行うこと。 

●掲載可能な広告について 

(1)広告掲載が望ましくない業種・内容は、仙台市広告掲載要綱・広告掲

載基準等の基準による。 

(2)広告内に、広告である旨を明記すること。 

(3)広報課に広告原稿を入稿し、広告内容等についての審査を受け、承認

を受けること（入稿期限については、契約後別途協議する）。 

(4)広告内容に関する一切の責任は、受託者または広告主が負うものと

し、仙台市は一切の責任及び負担を負わないものとする。 

(5)広告掲載に関する権利または義務の全部もしくは一部を第三者に譲

渡する場合は、あらかじめ、仙台市の承認を得ること。 

●その他 

広告募集・営業は全て事業者が行うこと。 

発行担当課 総務局広報課 

備    考 納入先等詳細については、別途協議することとする。 

 


